
退職年金裁定請求書 

②＜印鑑＞ 
浸透印はお受けすることができません。 
請求者ご本人が自著した場合には、省略できます。 

⑥＜加入員証の番号＞ 
加入員証の番号をCDを含め 
右詰めでご記入ください。 
前ゼロは省略できます。 

⑨＜現在加入員ですか。＞ 
脱退により受給権が発生したことによる 
請求の場合には、「2.資格を喪失した。」 
に○を付して資格喪失日（＝退職日の翌日） 
を記入してください。 

⑪＜希望する送金先＞ 
請求者ご本人名義の口座を 
ご指定ください。 

⑫＜老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金を 
受けていますか。＞ 
該当する番号に○を付してください。 
在職老齢年金を請求する際には、先に年金事務所で 
手続きを行ってください。 

⑯＜職歴＞ 
ご記入不要です。 

⑬＜加算部分給付金の選択＞ 
第1種退職年金の請求者は1、2のいずれかに 
番号を付し、「2.選択一時金として受取る。」に 
○を付したときには、選択割合（20、50、80、100） 
のいずれかを記載してください。 
第2種退職年金（脱退）の際には、 
「3.脱退一時金として受取る。」に○を付してください。 
在職老齢年金の請求および、すでに脱退一時金を受給 
（請求）している者は、記入不要です。 
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